
 平成 29年度第３回松山支部理事会議事録 

 

日 時 平成29年８月30日（金） 13：30～17：00 

場 所 愛媛県行政書士会館 ３階会議室 

出席者 支部長１人 副支部長２人 理事７人 

 

１ 開会 

  東洋一副支部長から、平成29年度第３回松山支部理事会の開会宣言があった。 

 

２ 支部長挨拶 

  久保美代子支部長から、開会にあたって挨拶があった。 

 

３ 議事日程及び配布資料の確認 

  平成29年８月30日、13時 30分から17時までを予定し、配布資料の確認を行った。 

 

４ 理事会の根拠条文等について 

  司会の東副支部長から、理事会の構成及び招集は支部規則第21条に規定されており、構

成は支部長、副支部長及び理事であること、招集は支部長が行ったとの説明があった。 

  出席者は、支部長１人、副支部長２人及び理事７人の計10人であり、成立根拠条文であ

る支部規則第24条「理事会は、構成員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。」により成立していることを確認した。 

  続いて、支部規則第23条により支部長が議長に就任し、第26条第３項により議長が議

事録署名人に東副支部長、宇都宮亮介理事を指名した。さらに、議事録作成者として西森

淳一理事を指名した。 

 

５ 議案 

第１号議案 第１回研修会及び交流会の総評について 

  研修会及び交流会の総評について、受講した会員からは好評であった。研修をしていただ

いた公庫の担当の方も、機会があれば再度研修を行いたいとのことだった。 

 

第２号議案 支部便り発行について 

 支部便りについて、どのような内容するか話合い、役割分担を行った。 

 平成 29 年９月中には支部便りを発行する予定。 

 

第３号議案 「行政書士による無料相談」相談員募集について 

平成29年 10月 18日に松山市役所11階大会議室にて「行政書士による無料相談」を開催



予定。相談員募集の文書を発送する。 

役員は、相談会当日８時30分集合。役割分担、相談についての注意事項等を確認した。 

平成 29 年 10 月 25 日に松山市役所北条支所にて、行政書士による無料相談会を開催する

に当たり、久保支部長、東副支部長、永易里香理事、盛川心輔理事、宇都宮理事が出席予定。

開催時間は、13時30分から15時 30分まで。担当者は13時集合。 

 

第４号議案 メルマガ配信等のお知らせとアドレス告知及び変更の確認について 

文言の訂正や追加すべき事項について審議し、決定した。 

 

第５号議案 外国人支援事業について 

平成29年 10月よりＭＩＣにて行政書士による無料相談会を開始。毎月第２水曜日に定期

的に開催予定。チラシや文書について、表現方法等を検討した。再度ＭＩＣと検討し、設置

する予定。 

松山支部会員に相談員募集の文書を発送する。 

 相談申込書、チラシ等の英語翻訳料を支払うことについて確認した。 

 

６ その他 

（1）「みんなの生活展 2017」について   

  本会より広報活動の協力会員の募集を行う予定。 

 

（2）慶弔費について   

  支部の慶弔金の規定に基づき支出を行ったことを報告した。 

 

（3）支部総会議案書の外部委託について   

  支部総会議案書の作成について、担当者の負担軽減のため、実績のある業者へ外部委託を

行うことについて検討した。 

 

（4）支部総会議事録の外部委託について   

  支部総会議事録の作成について、担当者の負担軽減のため、実績のある業者へ外部委託を

行うことを検討した。 

 

（5）広報月間について   

  10 月は広報月間であり、本会依頼事項について関係各署を訪問することを確認した。 

 

（6）平成29年度第４回理事会について   

  平成29年 11月 24日（金）13時 30分から行うこととなった。 



 

７ 閉会の辞 

  支部長は議長を降り、東副支部長が平成29年度第３回理事会の終了宣言を行った。 

 

 以上で議案の審議を終了し、17時 00 分閉会した。 

 

 上記の議事経過及びその結果を明確にするためこの議事録を作成し、議長及び議事録署

名人が下記に署名及び押印する。 

 

  平成29年８月30日 

 

愛媛県行政書士会松山支部平成29年度第３回理事会 

 

議    長               ㊞ 

 

議事録署名人               ㊞ 

 

議事録署名人               ㊞ 


